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総会の議決事項について
Ｑ 　事業協同組合における総会の普通議決事項、特別議決事項について、具体的に教えて下さい。
Ａ 　議決の方法は、普通議決と特別議決の2種類があります。
　普通議決とは、総会の議事について、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところ
による議決方法をいい、特別議決とは、組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数により決
するところの議決方法をいいます。
　また、選挙については、組合員1人1票の無記名投票を原則としますが、これ以外の事項、例えば投票を単記
式にするか、連記式にするかなど適宜定めても差し支えありません。また、役員選挙に限り出席者全員が賛成
すれば指名推選の方法によって選挙を行っても差し支えありません。
　ただし、定款によって差等割の議決権及び選挙権を定めた協業組合では、出席した組合員の議決権数・選挙
権数によって決します。
　普通議決は、特別議決事項以外の事項について議決する際に用いられている議決方法です。普通議決をもっ
て足りる事項について、定款又は規約により、その議決方法の要件を普通議決より更に厳格にすることは差し
支えありません。
　特別議決は、組合の組織の基本に影響のある重要な議決事項について、特に、その議決の慎重を期するため
用いられる議決方法であって、法の上では、定款の変更、組合の解散及び合併、組合員の除名等については、特
別議決によらなければならないとしています。

普通議決 特別議決

規約の設定、変更又は廃止 借入金残高の最高限度額 定款の変更

事業年度の事業計画及び収支予算 1組合員に対する貸付け又は1組合員 組合の解散

の設定又は変更 のための債務保証の最高限度額 組合の合併

経費の賦課及び徴収方法 理事・監事の報酬 組合員の除名

決算関係書類等の承認 組合取引金融機関 組織変更

団体協約の承認 加入金・過怠金・剰余金の配当 組合員の出資口数に係る限度の特例

役員の改選請求の同意 清算人の選任 役員の組合に対する損害賠償責任の免除

組合相談コーナー

本会機関誌「中小企業あきた」編集委員会を開催	
　2月16日㈭、本会会議室において平成23年度本会機
関誌「中小企業あきた」編集委員会（桑原功委員長）を開
催し、平成23年度に発行した機関誌の講評や平成24
年度の編集方針に関して活発な意見交換を行いまし
た。委員からは、「誌面の体裁や題字の大きさなど工夫
の跡が見られて見やすくなった。」などの講評が行われ
ました。
　本委員会でのご提言をもとに、今後もより良い誌面
づくりのため、編集内容などについて工夫して参りま
すので、引き続きご愛読下さい。 【機関誌の講評をする桑原委員長】


